
（あて先） 年 月 日
埼玉県立神川げんきプラザ　所長　様

神川げんきプラザでは「飲酒禁止」が原則です。
活動上飲酒が必要な場合は、この申請書を提出してください。

① 飲酒できる時間は、夕食後（午後7時）から午後10時30分までの中で1時間程度です。
② 飲酒場所は、基本的には食堂です。
③ 後片付けは、各自責任をもっておこなってください。
④ 未成年者および運転手には、絶対に飲酒をさせないでください。

なお未成年者を含む団体の場合は、未成年者を監督する成人の方（飲酒しない方）
を必ず決めてください。

⑤ 酒類の持ち込みは禁止です。
⑥ 食中毒防止のため、食物の持ち込みは禁止です。食堂でオードブルを注文できます。
⑦ 酒類は「食事申込書」で注文してください。

（注文は１人あたりビールまたはチューハイ１本限度）
⑧ 他の団体の迷惑になる行為はしないでください。

以上、皆様のご協力をお願いいたします。

≪注意事項≫

分～
１： 日時

時午後 時 分

下記の注意事項を遵守し、情報交換・交流を図るため飲酒をしたいので申請します。

記

年 月 日

責任者名

電話 ― ―

団 体 名

飲　酒　許　可　申　請　書

令和


